
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・中止等学生生活にも経済的な影響
が顕著となってきている。
これら経済的困難な学生等に対しては、本年4月に開始した高等教育の修学支援新制度及び貸与型奨学金の家計急変対
応や大学等に対する授業料納付の延期、各大学独自減免措置への支援等の対応をとってきているところ。
一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、更なる状況の悪化に伴い、特に家庭から自立した学生等において、大学等
を中退せざるを得ないような事態も想定され、これに対する対応を早急に検討する必要あり。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 の創設
背景・課題背景・課題

○事業のポイント
特に家庭から自立した学生等において、新型コロナウイルス感染症の影響により
アルバイトの減・解雇等突然の収入減による「学びの継続」の危機を抱える状況
を踏まえ、より早く現金が手元に届くスピード重視の制度設計
上記学生等を取り巻く経済環境の激変への対策とともに新型コロナウイルス感
染症の長期化も見据えた「学びの継続」のためのこれまでの支援策との連携

◇対象学生：国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校 ※留学生を含む
（日本語教育機関を含む）

家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減
少し、大学等での修学の継続が困難になっているもの

◇対象者： 約４3万人

◇給付額： 住民税非課税世帯の学生 ２０万円
上記以外の学生 １０万円

◇所要額： 約５３０億円

事業の概要事業の概要 事業スキーム事業スキーム

将来の経済社会基盤を確保する観点から「学びの継続」のために必要な「学生支援緊急給付金」を創設
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【審査】



本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が
大幅に減少していることなどの要件を設定していますが、最終的には、大学側が学生の自己申告状況等に基づき総合的に判断
を行うこととしています。

１．以下の①～⑥を満たす者
（１）家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること

① 家庭から多額の仕送りを受けていない
② 原則として自宅外で生活をしている（自宅生も可）
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない

（２）新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
⑤ アルバイト収入が大幅に減少していること（▲50％以上）

（３）既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
⑥ 原則として既存制度について以下のいずれかの条件を満たすこと
イ）修学支援新制度の区分Ⅰ（住民税非課税世帯）の受給者（今後申請予定の者を含む。以下同じ）
ロ）修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ（住民税非課税世帯に準ずる世帯）の受給者であって、
無利子奨学金を限度額（月額５～６万円）まで利用している者（今後利用予定の者を含む。以下同じ）

ハ）世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用している者
二）要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用予定の者

※留学生については⑥に代わり、日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件等を踏まえることとする
イ）学業成績が優秀な者であること（前年度の成績評価係数が2.30以上）
ロ）出席率が8割以上であること
ハ）仕送りが平均月額90,000円以下であること（入学料・授業料等は含まない。）
二）在日している扶養者の年収が500万円未満であること

２．１．を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』：対象学生要件
支援対象となる学生の要件支援対象となる学生の要件



【様式１】 

学生支援緊急給付金申請書 

 

独立行政法人 

日本学生支援機構理事長 殿 

 

 私は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）の学生支援緊急給付金を申請します。 

私が現在、機構の奨学生である場合は、機構が保有する私の口座情報を学生支援緊急給付金の振込先

情報として利用することに同意します。 

 

１．基本情報 

提出年月日 2020年   月   日 

所属する学校名  

学籍番号  

氏名 

カナ（姓）  カナ（名）  

漢字（姓）  漢字（名）  

生年月日（和暦） 昭和・平成  年  月  日生 電話番号  

機構の奨学生番号 
※機構の奨学生のみ記入ください。 

   ―   ―       

 

２．振込先情報 

※ 機構の奨学生は記入不要です。ただし、機構の奨学生であっても機構に登録している口座が解

約済であるなどの理由により、学生支援緊急給付金の受取りに支障がある場合は記入してくだ

さい（機構の奨学金の登録口座については、別途、変更の届出が必要です）。 

口座名義（カナ氏名） 
※通帳記載の口座名義人を記入 

              

（ゆうちょ銀行以外の金融機関） 

金融機関名・支店名 

           銀  行 

信用金庫 

農  協 

支 店 

営業所 

出張所 

金融機関コード 
    

店舗コード 
    

預金種別 

※いずれかに○ 
普通預金   ・   当座預金 

口座番号 

※右詰で記入 
       

（ゆうちょ銀行） 

ゆうちょ銀行 

記号       

番号         

 



３．申し送り事項 

※ 証明書の提出が困難な理由や多子世帯、ひとり親世帯等であることなど、大学等に申し送

りすることがあれば記入ください。なお、こちらに質問などを記載しても返信致しません。 

 ※ 大学等 1年生で予定していたアルバイトがなくなった場合等は、そのような事情を記入く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．添付書類 

※ 該当書類の「チェック」欄に「〇」を記入してください。該当がない場合は、添付する書

類名を記載のうえ、「チェック」欄に「〇」を記入してください。 

 

チェック 書類名 

 預貯金通帳の写し（任意） 

 アパート等の賃貸契約書の写し（自宅外生のみ） 

 新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受けている受給証明書等（提出可能な場合） 

 アルバイト先からの給与明細（減額前、減額後）（任意） 

 奨学生証又は住民税非課税証明書（提出可能な場合） 

 その他（                           ） 

 

ご記入いただいた情報は、機構の学生支援緊急給付金のために利用されます。この利用目的の適

正な範囲内において、当該情報が、文部科学省、学校、金融機関及び業務委託先に必要に応じて提供

されますが、その他の目的には利用されません。 

また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複支給の防止等のために照会があった場合は、

適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。 

 



【様式２】 
学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 

 
私は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する学生支援緊急給付金に申請するにあたり、次の①～⑥

（留学生は①～⑤及び⑦）の申請要件について、満たしている項目を確認しました。 

 

要件チェック項目 
チェック

欄（ㇾ ） 

金額 

(年額) 

①家庭から多額の仕送りを受けていない ※１年生は家庭からの仕送り予定額、２年生

以上は 2019年度の仕送り年額を記載すること 
 

万円 

②自宅外で生活している又は自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない   

③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。※１年生はアルバイトでの収入

予定額、２年生以上は 2019年度のアルバイト収入額を記載すること 
 

万円 

④家庭（両親）の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない  

⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入（雇用調整助成金による休業補償を含む。）が

大幅に減少（前月比 50％以上）している 
 

⑥既存制度について以下のいずれかを満たす   

 

１）高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」）の第Ⅰ区分の受給者  

２）新制度の第Ⅱ又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金の併給が 

可能な者にあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者 
 

3）新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を行う者であって、第一種

奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 
 

4）新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者 

又は利用を予定している者 
 

5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民

間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者 
 

⑦留学生等（日本語学校の生徒を含む）については、新型コロナウイルス感染症の拡 

大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。 

  1）学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が、2.30 

以上であること 

  ２）１か月の出席率が８割以上であること 

  ３）仕送りが平均月額 90,000円以下であること（入学料・授業料等は含まない。） 

  ４）在日している扶養者の年収が 500万円未満であること 

 

 

上記の内容に相違ないことを誓約し、申請内容に虚偽があった場合は返金することに同意します。 

 

令和    年    月    日 

学校名                  学部/研究科名                         

学籍番号                   

署 名：                              


